
令和　７年　２月２７日

八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部

東京都台東区浅草橋５－２０－８

Ｒ６東京国道管内渋滞対策検討業務

東京国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月１１日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月２５日

　　３１，６１４，０００円（税込み）

＋　１１，４０７，０００円（税込み）

　　４３，０２１，０００円（税込み）

１．渋滞対策箇所のモニタリング
　渋滞箇所のモニタリングについて、主要渋滞箇所のモニタリングを行ったと
ころ、主要渋滞箇所の解除候補箇所が例年より大幅に増加したため、解除候補
箇所の解除の妥当性確認を数量変更する。

２．渋滞対策検討
　1）国道17号新大宮バイパスの路線状況資料の作成が必要となったため、
　 国道１７号新大宮バイパスの路線状況資料作成を追加増工する。
　2）東京国道事務所管内の都市計画道路の整備状況を確認する必要が生じ
　 たため、路線状況資料を基に現況幅員と都市計画決定幅員の比較資料を
　 追加増工する。
  3) 渋滞箇所のモニタリング等の検討結果を踏まえ、当初3箇所を予定して
   いた渋滞解消に向けた渋滞対策の検討箇所を6箇所に増工する。

３．履行期間
　東京都移動性向上委員会の開催が延期となったため、当初契約期間から２５
日間延伸し令和７年３月２５日までとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　本業務は、首都圏ボトルネック協議会において特定された東京都内の主要渋
滞箇所の改善を図るため、交通状況を調査・把握し、有識者委員会を実施する
とともに、渋滞対策の検討を行うものである。
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